
議案第 11号  

 

 

   西脇市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和６年２月 26日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に

伴い、所要の改正を行う必要があるため。
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